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開 会（午前１０時００分） 

開   議 

議会事務局長（打合いずみ） 

議会事務局長の打合でございます。 

本月の会議は、一般選挙後、初めての会議です。 

議長が選挙されるまでの間、地方自治法第１０７条の規定によって、出席議

員の中で、年長の議員が臨時に議長の職務を行うことになっております。 

年長の議員をご紹介いたします。小路政敏議員、ご登壇をお願いいたします。 

臨時議長（小路政敏） 

ただいま紹介されました小路政敏でございます。 

それでは、議長の職務を行います。 

おはようございます。 

地方自治法第１０７条の規定によって、臨時に議長の職務を行います。どう

ぞ、よろしくお願いします。 

ただいまから、令和４年第１回能登町議会１１月会議を開会します。 

 ただいまの出席議員は、１４名で定足数に達していますので、本日の会議を

開きます。 

なお、本１１月会議の会議期間は本日１日といたします。 

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりでございます。 

仮議席の指定 

臨時議長（小路政敏） 

日程第１、「仮議席の指定」を行います。 

仮議席は、ただいま着席の議席といたします。 

議長の選挙 

臨時議長（小路政敏） 

日程第２、選挙第１号「議長の選挙」を行います。 

選挙は、投票で行います。 

議場の出入口を閉めます。 
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（議場閉鎖） 

 

臨時議長（小路政敏） 

 ただいまの出席議員数は１４名です。 

 次に、立会人を指名します。 

 会議規則第２８条第２項の規定によって、立会人に小浦肇議員、吉田義法議

員を指名します。 

 投票用紙を配ります。 

 念のために申し上げます。投票は単記無記名です。 

 

（投票用紙配付） 

 

臨時議長（小路政敏） 

 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

臨時議長（小路政敏） 

 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検します。 

 

（投票箱点検） 

 

臨時議長（小路政敏） 

 投票箱に異状なしと認めます。 

 ただいまから投票を行います。 

 事務局長が仮議席番号と氏名を呼び上げますので、順番に投票願います。 

 

（事務局長氏名点呼、投票） 

 

臨時議長（小路政敏） 

 投票漏れはありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

臨時議長（小路政敏） 
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 なしと認めます。 

 これで投票を終わります。 

 開票を行います。 

 小浦肇議員、吉田義法議員、開票の立会いをお願いいたします。 

 

（開   票） 

 

臨時議長（小路政敏） 

 それでは、投票結果を報告いたします。 

 投票総数   １４票 

  有効投票  １４票 

  無効投票   ０票です。 

 有効投票のうち 

  金七祐太郎議員  １２票 

  志幸 松栄議員   ２票 

 以上のとおりです。 

 この選挙の法定得票数は４票です。したがって、金七祐太郎議員が議長に当

選されました。 

 議場の出入口を開きます。 

 

（議場開鎖） 

 

臨時議長（小路政敏） 

 ただいま議長に当選されました金七祐太郎議員が議場におられます。 

 会議規則第２９条第２項の規定によって、当選の告知をいたします。 

 ここで、議長に当選されました金七祐太郎議員の挨拶があります。 

 

議長（金七祐太郎） 

 ただいま議員各位の温かいご支援、ご支持を賜り、能登町議会第１０代議長

に就任させていただきました。議員の皆様には誠にありがとうございます。心

より感謝申し上げます。 

 もとより浅学非才ではございますが、能登町民のため、能登町発展のため、

微力ではありますが、全力で頑張っていく所存です。 

 今後は、議会の円滑な運営に心がけ、また、議会改革に取り組んでいきたい

と思っておりますので、執行の皆様のご協力、そして議員各位のさらなるご支

援、ご支持、ご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げ、簡単ではござい
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ますが、就任の挨拶とさせていただきます。 

 本日は誠にありがとうございました。 

 

（拍   手） 

 

臨時議長（小路政敏） 

 以上で議長選挙を終了します。 

 これで、臨時議長の職務は全部終了いたしました。 

 一般選挙後、初めての会議に、この重責を無事遂行できましたことは、ひと

えに議員各位の協力のたまものであり、深く感謝申し上げます。協力、ありが

とうございました。 

 金七祐太郎議長、議長席にお着き願います。 

 

（臨時議長退席、議長着席） 

 

議長（金七祐太郎） 

 それでは早速ですが、議長としての職務を行わせていただきます。 

 

休   憩 

 

議長（金七祐太郎） 

 ここで、暫時休憩します。（午前１０時２０分） 

 この休憩中に全員協議会を開きますので、議員は全員協議会室へ参集お願い

します。 

 

再   開 

 

議長（金七祐太郎） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。（午前１０時５０分再開） 

 本日の追加議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 あらかじめ、本日の会議時間を延長しておきます。 

 

議席の指定 

 

議長（金七祐太郎） 

 追加日程第１、「議席の指定」を行います。 
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 議席は、会議規則第４条第１項の規定により、お手元に配付した議席表のと

おり指定いたします。 

 

会議録署名議員の指名 

 

議長（金七祐太郎） 

 追加日程第２、「会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２２条の規定によって、 

 １番 小浦 肇 議員、 

 ２番 吉田義法 議員を 

指名いたします。 

 

諸般の報告 

 

議長（金七祐太郎） 

 追加日程第３、「諸般の報告」を行います。 

 地方自治法第１２１条の規定により、本１１月会議に説明員の出席を求めた

ところ、説明員として本日の会議に出席している者の職、氏名は、別紙の説明

員名簿としてお手元に配付しましたので、ご了承願います。 

 これで、諸般の報告を終わります。 

 

副議長の選挙 

 

議長（金七祐太郎） 

 追加日程第４、選挙第２号「副議長の選挙」を行います。 

 お諮りします。 

 選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によって、指名

推選にしたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

議長（金七祐太郎） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定しました。 

 お諮りします。 
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 指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

議長（金七祐太郎） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議長が指名することに決定しました。 

 副議長に小路政敏議員を指名します。 

 お諮りします。 

 ただいま議長が指名しました小路政敏議員を副議長の当選人と定めることに

ご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

議長（金七祐太郎） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、ただいま指名しました小路政敏議員が副議長に当選されました。 

 ただいま副議長に当選されました小路政敏議員が議場におられます。 

 会議規則第２９条第２項の規定によって、当選の告知をします。 

 ここで、副議長に当選されました小路政敏議員の挨拶があります。 

 

副議長（小路政敏） 

 ただいま、皆さんの推挙により副議長になりました小路です。職務の重圧と

いうのか、責任の重大さを痛感しております。 

 町政はもとより、議会並びに円滑な議会運営を心がけ、金七議長を補佐して

しっかりとやっていく所存ですので、皆様のご鞭撻、ご理解のほど、よろしく

お願いいたします。 

 以上で挨拶を終わります。 

 どうもありがとうございました。 

 

議長（金七祐太郎） 

 以上で副議長の選挙を終了します。 

 

常任委員会委員の選任 
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議長（金七祐太郎） 

 追加日程第５、選任第１号「常任委員会委員の選任」を議題といたします。 

 お諮りします。 

 常任委員会委員の選任につきましては、委員会条例第８条第４項の規定によ

り、議長が指名することとしたいと思います。 

 総務産業建設常任委員会委員に、 

  １番 小浦 肇議員、 

  ２番 吉田義法議員、 

  ３番 堂前利昭議員、 

  ７番 南 正晴議員、 

 １０番 酒元法子議員、 

 １１番 河田信彰議員、 

 １３番 志幸松栄議員、 

 教育厚生常任委員会委員に、 

  ４番 馬場  等議員、 

  ５番 田端 雄市議員、 

  ６番 金七祐太郎議員、 

  ８番 市濱  等議員、 

  ９番 小路 政敏議員、 

 １２番 向峠 茂人議員、 

 １４番 鍛治谷眞一議員を 

指名します。 

 これにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

議長（金七祐太郎） 

 異議なしと認めます。 

 よって、常任委員会委員は、議長が指名したとおり選任することに決定いた

しました。 

 

議会運営委員会委員の選任 

 

議長（金七祐太郎） 

 追加日程第６、選任第２号「議会運営委員会委員の選任」を議題といたしま

す。 

 お諮りします。 
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 議会運営委員会委員の選任につきましては、委員会条例第８条第４項の規定

により、議長が指名することとしたいと思います。 

  ３番 堂前利昭議員、 

  ４番 馬場 等議員、 

  ９番 小路政敏議員、 

 １０番 酒元法子議員、 

 １１番 河田信彰議員、 

 １２番 向峠茂人議員を 

指名したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

議長（金七祐太郎） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議会運営委員会委員は、議長が指名したとおり選任することに決定

いたしました。 

 

休   憩 

 

議長（金七祐太郎） 

 ここで、暫時休憩いたします。（午前１０時５８分） 

 休憩中に各常任委員会及び議会運営委員会を開催し、委員長、副委員長の互

選をお願いいたします。 

 

再   開 

 

議長（金七祐太郎） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。（午前１１時０１分） 

 先ほどの休憩中に各委員会が開催され、委員会条例第９条第１項及び第２項

の規定に基づく各委員会の委員長、副委員長の互選結果が届いておりますので、

ご報告いたします。 

 総務産業建設常任委員会の委員長に３番 堂前利昭議員、同副委員長に１番

 小浦肇議員。 

 教育厚生常任委員会の委員長に９番 小路政敏議員、同副委員長に４番 馬

場等議員。 
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 議会運営委員会の委員長に１２番 向峠茂人議員、同副委員長に３番 堂前

利昭議員。 

 以上のとおりであります。 

 

広報編集特別委員会の設置に関する決議 

 

議長（金七祐太郎） 

 追加日程第７、発議第１号「広報編集特別委員会の設置に関する決議」を議

題といたします。 

 お諮りします。 

 小路政敏議員外５名提出の発議第１号「広報編集特別委員会の設置に関する

決議」は、提案理由の説明、質疑、討論を省略して、直ちに採決したいと思い

ます。 

 これにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

議長（金七祐太郎） 

 異議なしと認めます。 

 よって、発議第１号は、提案理由の説明、質疑、討論を省略して、直ちに採

決することに決定いたしました。 

 

採   決 

 

議長（金七祐太郎） 

 これから、採決を行います。 

 お諮りします。 

 発議第１号「広報編集特別委員会の設置に関する決議」は、原案のとおり決

定することにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

議長（金七祐太郎） 

 異議なしと認めます。 

 よって、発議第１号は、原案のとおり可決されました。 
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広報編集特別委員会委員の選任 

 

議長（金七祐太郎） 

 追加日程第８、選任第３号「広報編集特別委員会委員の選任」を議題といた

します。 

 お諮りします。 

 ただいま設置されました広報編集特別委員会委員の選任については、能登町

議会委員会条例第８条第４項の規定によって、議長が指名することとしたいと

思います。 

 １番 小浦 肇議員 

 ２番 吉田義法議員、 

 ３番 堂前利昭議員、 

 ４番 馬場 等議員、 

 ５番 田端雄市議員、 

 ９番 小路政敏議員を 

指名します。 

 これにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

議長（金七祐太郎） 

 異議なしと認めます。 

 よって、広報編集特別委員会委員は、議長が指名したとおり選任することに

決定いたしました。 

 

休   憩 

 

議長（金七祐太郎） 

 ここで、暫時休憩いたします。（午前１１時０５分） 

 休憩中に広報編集特別委員会を開催し、委員長、副委員長の互選をお願いい

たします。 

 

再   開 

 

議長（金七祐太郎） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。（午前１１時０８分） 
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 先ほどの休憩中に広報編集特別委員会が開催され、委員会条例第９条第１項

及び第２項の規定に基づく委員長、副委員長の互選結果が届いておりますので、

ご報告いたします。 

 広報編集特別委員会の委員長に４番 馬場等議員、同副委員長に１番 小浦

肇議員。 

 以上のとおりです。 

 

奥能登広域圏事務組合議会議員の選挙 

 

議長（金七祐太郎） 

 追加日程第９、選挙第３号「奥能登広域圏事務組合議会議員の選挙」を行い

ます。 

 当該選挙については、組合規約第５条第２項の規定により、２人の組合議会

議員を選挙するものであります。 

 お諮りします。 

 選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によって、指名

推選にしたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

議長（金七祐太郎） 

 異議なしと認めます。 

 よって、選挙の方法は、指名推選で行うことに決定しました。 

 お諮りします。 

 指名の方法は、議長が指名することにしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

議長（金七祐太郎） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議長が指名することに決定しました。 

 奥能登広域圏事務組合議会議員に、 

 １２番 向峠 茂人議員、 

 １４番 鍛治谷眞一議員を 
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指名します。 

 お諮りします。 

 ただいま議長が指名しました向峠茂人議員、鍛治谷眞一議員を奥能登広域圏

事務組合議会議員の当選人として定めることに、ご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

議長（金七祐太郎） 

 異議なしと認めます。 

 よって、向峠茂人議員、鍛治谷眞一議員が奥能登広域圏事務組合議会議員に

当選されました。 

 ただいま奥能登広域圏事務組合議会議員に当選されました向峠茂人議員、鍛

治谷眞一議員が議場におられます。 

 会議規則第２９条第２項の規定によって、当選の告知をいたします。 

 

奥能登クリーン組合議会議員の選挙 

 

議長（金七祐太郎） 

 追加日程第１０、選挙第４号「奥能登クリーン組合議会議員の選挙」を行い

ます。 

 当該選挙については、組合規約第５条第２項の規定により、６人の組合議会

議員を選挙するものであります。 

 お諮りします。 

 選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によって、指名

推選にしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

議長（金七祐太郎） 

 異議なしと認めます。 

 よって、選挙の方法は、指名推選で行うことに決定しました。 

 お諮りします。 

 指名の方法は、議長が指名することにしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声） 

 

議長（金七祐太郎） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議長が指名することに決定しました。 

 奥能登クリーン組合議会議員に、 

  ２番 吉田 義法議員、 

  ６番 金七祐太郎議員、 

  ７番 南  正晴議員、 

  ８番 市濱  等議員、 

 １０番 酒元 法子議員、 

 １１番 河田 信彰議員を 

指名します。 

 お諮りします。 

 ただいま議長が指名しました吉田義法議員、金七祐太郎議員、南正晴議員、

市濱等議員、酒元法子議員、河田信彰議員を奥能登クリーン組合議会議員の当

選人として定めることに、ご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

議長（金七祐太郎） 

 異議なしと認めます。 

 よって、吉田義法議員、金七祐太郎議員、南正晴議員、市濱等議員、酒元法

子議員、河田信彰議員が奥能登クリーン組合議会議員に当選されました。 

 ただいま奥能登クリーン組合議会議員に当選されました吉田義法議員、金七

祐太郎議員、南正晴議員、市濱等議員、酒元法子議員、河田信彰議員が議場に

おられます。 

 会議規則第２９条第２項の規定によって、当選の告知をいたします。 

 

のと鉄道運営助成基金事務組合議会議員の選挙 

 

議長（金七祐太郎） 

 追加日程第１１、選挙第５号「のと鉄道運営助成基金事務組合議会議員の選

挙」を行います。 

 当該選挙については、組合規約第６条第２項の規定により、１人の組合議会

議員を選挙するものであります。 

14



 お諮りします。 

 選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によって、指名

推選にしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

議長（金七祐太郎） 

 異議なしと認めます。 

 よって、選挙の方法は、指名推選で行うことに決定しました。 

 お諮りします。 

 指名の方法は、議長が指名することにしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

議長（金七祐太郎） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議長が指名することに決定しました。 

 のと鉄道運営助成基金事務組合議会議員に、 

 １０番 酒元法子議員を 

指名します。 

 お諮りします。 

 ただいま議長が指名しました酒元法子議員をのと鉄道運営助成基金事務組合

議会議員の当選人として定めることに、ご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

議長（金七祐太郎） 

 異議なしと認めます。 

 よって、酒元法子議員がのと鉄道運営助成基金事務組合議会議員に当選され

ました。 

 ただいま、のと鉄道運営助成基金事務組合議会議員に当選されました酒元法

子議員が議場におられます。 

 会議規則第２９条第２項の規定によって、当選の告知をいたします。 
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議案上程 

議案第１号 

 

議長（金七祐太郎） 

 追加日程第１２、議案第１号「監査委員の選任について」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 大森町長。 

 

提案理由の説明 

 

町長（大森凡世） 

 令和４年第１回目の能登町議会１１月会議に当たりまして、提案理由を説明

する前に一言ご挨拶を申し述べさせていただきます。 

 まずもって、このたびの町議会議員選挙におきまして当選を果たされました

議員の皆様には心からお祝いを申し上げます。 

 今回の選挙につきましては、合併後初めてとなります無投票となりましたが、

当選された議員の皆様それぞれが町の課題解決、また将来に向けたまちづくり

など、町民の皆様と対話を重ねられたものと思っております。町民の皆様の期

待に応えるためにも、この議場において町の最高議決機関であります議会と議

論を交わし、そして協調、連携を図りながら住民福祉の向上に努めていかなけ

ればならないというふうに思っております。 

 議員の皆様のさらなる活発な活動に期待をいたしているところでございます。 

 人口減少、少子高齢化対策をはじめとした子育て支援や、医療、介護など福

祉の充実、教育環境、またデジタル化、防災等々、山積する町の課題に取り組

みまして、当町を未来につなげていくために議員各位のさらなるご理解とご協

力をお願いするとともに、今後ともご助言、ご支援を賜りますようお願いを申

し上げます。 

 また、能登町議会の新組織が編成をされまして、議長に金七議員、副議長に

小路議員がそれぞれご当選をされました。ここにお祝いを申し上げますととも

に、円滑な議会運営を進めていただきますよう、心から念願をするものでござ

います。 

 あわせて、各常任委員会等に就かれる議員の皆様方におかれましては、それ

ぞれの所管事項につきましてご指導、またご協力を賜りますようお願いを申し

上げます。 

 それでは、提案いたしております議案１件につきましてご説明をさせていた

だきます。 
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 議案第１号「監査委員の選任について」は、地方自治法第１９６条第１項の

規定によりまして、議員のうちから監査委員を選任するものでありまして、優

れた見識と豊かな経験を有しておられます田端雄市議員を選任いたしたく、議

会の同意を求めるものでございます。 

 議員の皆様におかれましては、何とぞご同意を賜りますようお願いを申し上

げまして、提案理由の説明とさせていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

議長（金七祐太郎） 

以上で提案理由の説明が終わりました。 

お諮りします。 

議案第１号については、人事案件ですので、質疑、討論を省略し、直ちに採

決したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

議長（金七祐太郎） 

異議なしと認めます。 

 よって、議案第１号は、質疑、討論を省略し、直ちに採決することに決定し

ました。 

ここで、地方自治法第１１７条の規定により、５番 田端雄市議員の退場を

求めます。 

（５番 田端雄市議員退場） 

議長（金七祐太郎） 

 議案第１号「監査委員の選任について」、能登町字真脇、田端雄市氏の選任に

つき、同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

議長（金七祐太郎） 

ありがとうございました。 

起立全員であります。 

よって、議案第１号は原案のとおり同意することに決定しました。 
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 ここで、５番 田端雄市議員の入場を許可します。 

 

（５番 田端雄市議員入場） 

 

議長（金七祐太郎） 

 以上で、本１１月会議に付議されました議件は全部終了しました。 

 

閉会の挨拶 

 

議長（金七祐太郎） 

 ここで、町長から発言を求められておりますので、これを許可します。 

 大森町長。 

 

町長（大森凡世） 

 １１月会議の閉会に当たりまして、ご挨拶を申し上げます。 

 繰り返しになりますけれども、今ほど能登町議会の新たな組織が編成をされ

ました。皆様のご就任を心からお祝いを申し上げますとともに、町勢の発展、

そして議会のさらなる活性化のためにお力添えを賜りますよう、お願いを申し

上げる次第でございます。 

 また、提出をいたしました議案１件を原案のとおりご同意をいただきまして、

ありがとうございます。町といたしましても、職員が一丸となって町の発展に

邁進をしてまいりたいというふうに考えております。 

 先月、１０月２４日には、石川県知事、馳知事をお迎えしまして、ノトクロ

スポート、イカの駅つくモール、金大の海洋水産センター、そして能登高校の

順に視察をしていただきました。交流関係人口の創出、それから第１次産業、

町の未来を担う子供たちの教育などの取組を紹介をさせていただいた中で、知

事から「県として、若い力を伸ばしていく努力をしていきたい。また、能登町

には人を呼べる資源がある。それをいかに生かしていくかが大事である」など

の発言をいただきました。 

 私のところは負け組になりますけれども、町政を維持していくためには国、

県の支援はもとより、町民を代表される議員の皆様のご理解とご協力が必要不

可欠でございます。皆様にはこれからも特段のお力添えをお願いを申し上げま

して、閉会に当たってのご挨拶とさせていただきます。 

 皆様、お疲れさまでした。本日はありがとうございました。 

 

散   会 
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議長（金七祐太郎） 

ここで確認のために申し上げます。 

 明日から１２月定例会議の定例日の前日までを休会とすることをご了承願っ

て、本日はこれをもちまして散会といたします。 

ご苦労さまでした。 

 散 会（午前１１時２４分） 

上記、会議の経過を記載し相違ないことを証するため、個々に署名する。 

令和４年１１月７日 

能登町議会臨時議長  小 路 政 敏 

能登町議会議長  金 七 祐太郎 

会議録署名議員  小 浦 肇 

会議録署名議員  吉 田 義 法 
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